
山梨県介護職員初任者研修指定基準 新旧対照表 

新 旧 

 

1 

 

山梨県介護員養成研修指定基準   

 

山梨県介護員養成研修指定要領  第３条第１項の規定に基づき、介護員養成

研修事業者  （以下「事業者」という。）及び介護員養成研修  （以下「研修」

という。）の指定基準を次のとおり定める。 

 

１ 事業者 

 事業者は、次に掲げる要件を満たさなければならない。 

（１）原則として法人格を有し、概ね１年以上、安定した事業運営実績があり、

研修の実施に支障がないと認められること。 

（２）本県内に研修を適正に運営する能力を有する事業所があり、研修事業を統

括すること。 

（３）研修を適正かつ円滑に実施するために必要な事務処理能力及び事業安定的

運営に必要な財政基盤を有すること。 

（４）研修事業の経理が他の事業の経理と明確に区分され、会計帳簿、決算書類

等研修事業の収支の状況を明らかにする書類を整備すること。 

（５）研修事業が、山梨県介護員養成研修実施要綱  （以下「要綱」という。）

及び本基準の定める内容に従い、毎年度継続的に実施されること。 

（６）研修の実施に関して、知事から必要な指示、指導を受けた場合は、速やか

に対応がなされること。 

（７）受講者の研修に係る書類等、研修事業に係る書類を整備し、その管理が確

実に行われること。 

（８）研修事業の実施にあたり、安全の確保、事故の防止等について必要な措置

が講じられること。 

（９）本県又は他の都道府県において、過去５年間に本研修事業及び他の研修事
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（５）研修事業が、山梨県介護職員初任者研修実施要綱（以下「要綱」という。）

及び本基準の定める内容に従い、毎年度継続的に実施されること。 
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（８）研修事業の実施にあたり、安全の確保、事故の防止等について必要な措置
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業に関して指定の取消処分等を受けていないこと、かつ、事業の実施にあた

り継続的に指示、指導を受けているなどの事実によって、適正な研修事業の

実施能力に疑義を生じさせることがないこと。（参考様式１） 

（10）（１）～（９）に定める事項のほか、要綱、山梨県介護員養成研修指定要

領  、本基準その他関係法令等を遵守して研修事業を実施すること。（参考

様式１） 

 

２ 定員 

 研修の定員は１クラスあたり４０人以内であること。 

 

３ 学則 

 次に掲げる事項を規定した学則を定め、公開すること。 

 ①事業者の名称及び所在地 

 ②研修事業の名称 

 ③研修事業の目的 

 ④研修課程及び形式 

 ⑤研修会場 

 ⑥研修カリキュラム        

 ⑦科目免除の取扱い 

 ⑧受講定員 

 ⑨研修責任者の氏名 

 ⑩講師氏名及び担当科目 

⑪研修修了の認定方法 

⑫修了証明書の交付及び再交付 

 ⑬研修実施期間 

業に関して指定の取消処分等を受けていないこと、かつ、事業の実施にあた

り継続的に指示、指導を受けているなどの事実によって、適正な研修事業の

実施能力に疑義を生じさせることがないこと。（参考様式１） 

（10）（１）～（９）に定める事項のほか、要綱、山梨県介護職員初任者研修指

定要領、本基準その他関係法令等を遵守して研修事業を実施すること。（参考

様式１） 

 

２ 定員 

 研修の定員は１クラスあたり４０人以内であること。 

 

３ 学則 

 次に掲げる事項を規定した学則を定め、公開すること。 

 ①事業者の名称及び所在地 

 ②研修事業の名称 

 ③研修事業の目的 

 ④実施課程及び形式 

 ⑤研修会場 

 ⑥研修カリキュラム（研修日程表） 

                     

 ⑦受講定員 

 ⑧研修責任者の氏名 

 ⑨講師氏名及び担当科目 

 ⑩研修修了の認定方法 

                         

⑪開講時期   
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 ⑭受講対象者 

 ⑮受講手続き（募集要領等） 

 ⑯使用教材 

 ⑰補講の実施方法及び補講に係る費用の取扱い 

 ⑱受講料、教材費等及び返金等の取扱い 

 ⑲本人確認及び個人情報の取扱い 

⑳修了者名簿の管理 

 

４ 研修のカリキュラム 

（１）研修のカリキュラムは、要綱第７条から第９条までの規定に従うこと。（参

考様式２） 

（２）研修の履修期間は、介護職員初任者研修課程にあってはおおむね８か月以

内、生活援助従事者研修課程にあってはおおむね４か月以内であること。た

だし、高等学校等において実施する場合においては、当該学校の学生のみを

対象とする場合に限り、就学期間を限度として研修履修期間を設定すること

ができる。 

（３）研修の一部を通信の方法により行う場合は、要綱第９条第３項の規定によ

るほか、別添１「通信学習の取扱い」によること。 

 

５ 研修の実施場所、使用備品 

（１）研修を実施するにあたり、科目内容に応じて十分な広さ、設備等を有する

など、適切な環境条件にある研修会場が確保されること。（参考様式４） 

（２）研修会場を賃借等により確保する場合は、研修実施期間中の確保が確実で

あることを書面（賃貸借契約書、使用許可書等）により確認できるものでなけ

ればならない。 

 ⑫受講対象者 

 ⑬受講手続き（募集要領等） 

 ⑭使用教材 

 ⑮補講の実施方法及び補講に係る費用の取扱い 

 ⑯受講料、教材費等及び返金等の取扱い 

 ⑰本人確認及び個人情報の取扱い 

                

 

４ 研修のカリキュラム 

（１）研修のカリキュラムは、要綱第６条から第８条までの規定に従うこと。（参

考様式２） 

（２）研修の履修期間は                 おおむね８か月以

内                          であること。た

だし、高等学校等において実施する場合においては、当該学校の学生のみを

対象とする場合に限り、就学期間を限度として研修履修期間を設定すること

ができる。 

（３）研修の一部を通信の方法により行う場合は、要綱第８条第３項の規定によ

るほか、別添１「通信学習の取扱い」によること。 

 

５ 研修の実施場所、使用備品 

（１）研修を実施するにあたり、科目内容に応じて十分な広さ、設備等を有する

など、適切な環境条件にある研修会場が確保されること。（参考様式３） 

（２）研修会場を賃借等により確保する場合は、研修実施期間中の確保が確実で

あることを書面（賃貸借契約書、使用許可書等）により確認できるものでなけ

ればならない。 
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（３）備品は、適切な種類と受講者数に応じた数量を確保するものとする。なお、

演習において使用する介護用ベッドは受講者１０人に対し１台以上配置する

こと。（受講者７人に対し１台以上配置することが望ましい。） 

（４）実習を行う場合には、要綱第９条第２項により実習施設等を定めること。

（要綱別紙３） 

 

６ 講師及び講義方法等 

（１）講師は、要綱第１０条の規定に基づき確保、配置されていること。（要綱別

紙４） 

（２）講義及び演習は、担当講師が対面する方法で実施するものとし、自習及び

ビデオ方式は認めないものとする。 

 

７ 研修責任者 

申請内容に沿った安全かつ適正な研修の実施を常に確認し、研修の運営に関

し適切な判断と指示を行うことができる研修責任者を定めていること。（参考様

式５） 

 

８ 使用教材 

研修の教材は、要綱第７条第１項に規定する研修科目及び要綱第８条に規定

する研修の内容を網羅し、研修課程を適切に実施する上で適当なものを使用す

ること。 

 

９ 修了評価及び証明書の交付 

（１）研修の修了評価については、研修修了者の質の確保を図る観点から、別添

２「修了評価の取扱い」により厳正に行うこと。 

（３）備品は、適切な種類と受講者数に応じた数量を確保するものとする。なお、

演習において使用する介護用ベッドは受講者１０人に対し１台以上配置する

こと。（受講者７人に対し１台以上配置することが望ましい。） 

（４）実習を行う場合には、要綱第８条第２項により実習施設等を定めること。 

          

 

６ 講師及び講義方法等 

（１）講師は、要綱第９ 条の規定に基づき確保、配置されていること。（要綱別

紙４） 

（２）講義及び演習は、担当講師が対面する方法で実施するものとし、自習及び

ビデオ方式は認めないものとする。 

 

７ 研修責任者 

申請内容に沿った安全かつ適正な研修の実施を常に確認し、研修の運営に関

し適切な判断と指示を行うことができる研修責任者を定めていること。（参考様

式４） 

 

８ 使用教材 

研修の教材は、要綱第６条第１項に規定する研修科目及び要綱第７条に規定

する研修の内容を網羅し、研修課程を適切に実施する上で適当なものを使用す

ること。 

 

９ 修了評価及び証明書の交付 

（１）研修の修了評価については、研修修了者の質の確保を図る観点から、別添

２「修了評価の取扱い」により厳正に行うこと。 
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（２）事業者  は、研修修了者に対して修了証明書（様式１）及び修了証明書

（携帯用）（様式１－２）を交付する。 

（３）修了証明書の番号は長期間管理をする必要があることから、各修了者を正

確に識別、管理できる番号を付さなければならない。 

（４）事業者  は、受講者が修了証明書を紛失等したことにより再交付を必要

とする場合は、別添３「修了証明書再交付の取扱い」により、再交付等を行

わなければならない。 

 

１０ 情報の公表体制 

要綱第１５条第１項に定める情報の公表が、原則としてホームページ上で行

われ、かつ、適切に情報の更新が行われると認められること。 

 

１１ 補講等の実施 

  受講者がやむを得ない事情によって研修の一部を受講しなかった場合は、別

添４「補講等の取扱い」により補講等を実施すること。 

 

１２ 受講料 

  受講料の額は、講師謝金、会場使用料等の実績を勘案した適切な額であるこ

と。 

 

１３ 本人確認及び個人情報の取扱い 

（１）事業者は、受講者の受講申込受付または初回の講義の際に、公的証明書の

提示等による本人確認を、別添５「研修受講者の本人確認について」により

実施すること。なお、確認の内容（提示を受けた証明書の種類等）について

は、研修修了者名簿に記載すること。 

（２）研修事業者は、研修修了者に対して修了証明書（様式１）及び修了証明書

（携帯用）（様式１－２）を交付する。 

（３）修了証明書の番号は長期間管理をする必要があることから、各修了者を正

確に識別、管理できる番号を付さなければならない。 

（４）研修事業者は、受講者が修了証明書を紛失等したことにより再交付を必要

とする場合は、修了証明書再交付の取扱い（別添３）により、再交付等を行

わなければならない。 

 

１０ 情報の公表体制 

要綱第１４条第１項に定める情報の公表が、原則としてホームページ上で行

われ、かつ、適切に情報の更新が行われると認められること。 

 

１１ 補講等の実施 

  受講者がやむを得ない事情によって研修の一部を受講しなかった場合は、補

講等の取扱い（別添４）により補講等を実施すること。 

 

１２ 受講料 

  受講料の額は、講師謝金、会場使用料等の実績を勘案した適切な額であるこ

と。 

 

１３ 本人確認及び個人情報の取扱い 

（１）事業者は、受講者の受講申込受付または初回の講義の際に、公的証明書の

提示等による本人確認を、研修受講者の本人確認について（別添５）により

実施すること。なお、確認の内容（提示を受けた証明書の種類等）について

は、研修修了者名簿に記載すること。 
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（２）事業者は、知り得た受講者等に係る個人情報をみだりに他人に知らせ、又

は不当な目的に使用してはならない。また、受講者から、受講者本人に係る

個人情報の内容の開示請求があったときは、その機会を提供すること。 

（３）事業者は、受講者が実習等で知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、

又は不当な目的に使用することのないよう、必要な措置を講じなければなら

ない。 

 

１４ 書類の管理等 

（１）修了者名簿は、修了証明書の再交付等に対応できるよう整備し、永年保存

しなければならない。 

（２）研修事業に関する書類（受講者の出席簿、研修日誌、修了評価に関する書

類等）は、研修終了後３年間保存しなければならない。 

 

附 則 

 略 

附 則 

 この指定基準は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

（２）事業者は、知り得た受講者等に係る個人情報をみだりに他人に知らせ、又

は不当な目的に使用してはならない。また、受講者から、受講者本人に係る

個人情報の内容の開示請求があったときは、その機会を提供すること。 

（３）事業者は、受講者が実習等で知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、

又は不当な目的に使用することのないよう、必要な措置を講じなければなら

ない。 

 

１４ 書類の管理等 

（１）修了者名簿は、修了証明書の再交付等に対応できるよう整備し、永年保存

しなければならない。 

（２）研修事業に関する書類（受講者の出席簿、研修日誌、修了評価に関する書

類等）は、研修終了後３年間保存しなければならない。 

 

附 則 

 略 

    

                          

 


